
（
ぱ
あ
と
な
あ
京
都

）

権
利
擁
護
・
成
年
後
見
事
業
部

（
介
護
・
福
祉
サ
ー

ビ
ス
/
情
報
の
公
表

）

サ
ー

ビ
ス
評
価
事
業
部

（
社
会
福
祉
士
/
介
護
支
援
専
門
員
/
実
習
指
導
者

）

資
格
取
得
支
援
事
業
部

※①研修、相談は各支部が委員会と協力しながら開催する。
 　②全国研修、ブロック研修等は運営協議会で協議し、実行委員会を立ち上げる。

　③その他（支部の活動の具体例：定例会や勉強会など）

委員会

研
修
・
研
究
委
員
会

地
域
包
括
ケ
ア
・

共
生
社
会
委
員
会

子
ど
も
家
庭
福
祉
委
員
会

事業部長 支部長 支部長 支部長 委員長事業部長

事業部 支　　部

　（事務局長・事務局次長・事務局長補佐・事務局員）

委員長

（事業部担当理事、支部担当理事、委員会担当理事を配置する）

事業部長

　　　事務局長

委員長

司
法
と
福
祉
委
員
会

委員長

会員理事

委員長

介
護
保
険
委
員
会

総  会

理 事 会事務局 (会員理事・会員外理事・・・15名以上18名以下　監事・・・会員監事／会員外監事　各1名)

（通常は年に2回（3月･5月）の開催）

会計

世話人

北部支部

綾部市
以北

会計

世話人

中部支部

船井郡
以南、

京都市、

乙訓地域

会計

世話人

南部支部

宇治市
以南

運営協議会


